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座間市子ども・子育て会議規則の改正予定について 

 

１ 改正理由 

子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下「同法」と記載。）の一部改正（※）

に伴い、座間市子ども・子育て会議規則（平成２５年座間市規則第５２号。以下「同規則」と記

載。）において規定している同法の引用条文に改正の必要が生じたもの。 

 

※児童福祉法等の一部を改正する法律（令和７年法律第２９号。同法の規定は令和８年４月１

日施行） 

 

２ 改正内容 

 同法第４３条第２項の規定が第４項に繰り下がり、同規則第２条第２号に項ずれが生じたた

め、所要の改正を行うもの。 

 

〇同規則新旧対照表

現行 改正案 

（所掌事項） （所掌事項） 

第２条 子育て会議は、次に掲げる事務を所掌す

る。 

第２条 子育て会議は、次に掲げる事務を所掌す

る。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 法第４３条第２項の規定による特定地域型

保育事業の利用定員について、意見を述べる

こと。 

(2) 法第４３条第４項の規定による特定地域型

保育事業の利用定員について、意見を述べる

こと。 

(3)・(4) （略） (3)・(4) （略） 

 

３ 施行予定日 

公布の日（令和８年４月１日） 

 

資料１ 
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（参考）子ども・子育て支援法新旧対照表 

改正前 改正後（令和８年４月１日施行） 

（特定地域型保育事業者の確認） （特定地域型保育事業者の確認） 

第４３条 （略） 第４３条 （略） 

２ 市町村長は、前項の規定により特定地域型

保育事業（特定地域型保育を行う事業をい

う。以下同じ。）の利用定員を定めようとす

るときは、第七十二条第一項の審議会その他

の合議制の機関を設置している場合にあって

はその意見を、その他の場合にあっては子ど

もの保護者その他子ども・子育て支援に係る

当事者の意見を聴かなければならない。 

２ （略） 

（追加） ３ （略） 

 ４ 市町村長は、第一項の規定により特定地域

型保育事業（特定地域型保育を行う事業をい

う。以下同じ。）の利用定員を定めようとす

るときは、第七十二条第一項の審議会その他

の合議制の機関を設置している場合にあって

はその意見を、その他の場合にあっては子ど

もの保護者その他子ども・子育て支援に係る

当事者の意見を聴かなければならない。 

 


